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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の正極（１２）とシート状の負極（１４）との間にポリマー電解質（１６）の
層を介在させた単位電池素子（１８）を積層させた積層体（２２）をラミネートシート（
２４）で抜気密封した積層型二次電池（１０）において、
　前記ラミネートシート内には前記積層体で発生した気体を捕集するためのバッファ（２
０）が備えられており、
　該バッファ（２０）は、前記積層体（２２）の側面を取り囲むように枠状に設けられ、
かつ、内部を真空状態にした多孔質部材（２０ａ）であり、前記積層体（２２）で発生し
た気体を多孔質部材内に捕集する、ことを特徴とする積層型二次電池。
【請求項２】
　シート状の正極（１２）とシート状の負極（１４）との間にポリマー電解質（１６）の
層を介在させた単位電池素子（１８）を積層させた積層体（２２）をラミネートシート（
２４）で抜気密封した積層型二次電池（１０）において、
　前記ラミネートシート内には前記積層体で発生した気体を捕集するためのバッファ（２
０）が備えられており、
　該バッファ（２０）は、前記積層体（２２）の側面を取り囲むように枠状に設けられ、
かつ、内部を真空状態にした中空部材（２０ｂ）であり、前記積層体（２２）で発生した
気体を中空部材内に捕集する、ことを特徴とする積層型二次電池。
【請求項３】
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　シート状の正極（１２）とシート状の負極（１４）との間にポリマー電解質（１６）の
層を介在させた単位電池素子（１８）を積層させた積層体（２２）をラミネートシート（
２４）で抜気密封した積層型二次電池（１０）において、
　前記ラミネートシート内には前記積層体で発生した気体を捕集するためのバッファ（２
０）が前記積層体の側面に備えられており、
　該バッファ（２０）は、弾性を有する中空管（２０ｃ）であり、該中空管がつぶれた状
態から当初の形状に復元しようとする復元力を利用して前記積層体（２２）で発生した気
体を中空管内に捕集する、ことを特徴とする積層型二次電池。
【請求項４】
　シート状の正極（１２）とシート状の負極（１４）との間にポリマー電解質（１６）の
層を介在させた単位電池素子（１８）を積層させた積層体（２２）をラミネートシート（
２４）で抜気密封した積層型二次電池（１０）において、
　前記ラミネートシート内には前記積層体で発生した気体を捕集するためのバッファ（２
０）が前記積層体の側面に備えられており、
　該バッファ（２０）は、板状の部材を折り曲げて製作した板バネ（２０ｄ）であり、該
板バネが圧縮された状態から当初の形状に復元しようとする復元力を利用して前記積層体
（２２）で発生した気体を板バネ間の空隙に捕集する、ことを特徴とする積層型二次電池
。
【請求項５】
　前記ラミネートシートに窓部（３３）を開口し、最外層にある集電体をラミネートシー
トから外部に露出させて電極端子とした、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一
項に記載の積層型二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層型電池に関し、より詳細には、シート状の正極と負極との間に電解液を
含まないポリマー電解質の層を介在させた単位電池素子を積層させた積層体を、ラミネー
トシート（フレキシブルな外装部材）で密封した電池において、内部に発生するガスを捕
集するための構造を備えた積層型二次電池に関する。なお、以下「積層型二次電池」を単
に「積層型電池」ということがある。
【背景技術】
【０００２】
　図６にシート型のリチウム二次電池の一般的な構造を模式的に示した。この図に示した
ようにシート型のリチウム二次電池は、正極集電体（１２ａ：アルミニウム集電体）の片
面に正極合剤（１２ｂ）を塗布した正極（１２）と負極集電体（１４ａ：リチウム集電体
）の片面に負極合剤（１４ｂ）を塗布した負極（１４）とを、電解質（１６）の層を介し
て積層して構成した単位電池素子（１８）を、この単位電池素子の正極集電体の未塗布面
と負極集電体の未塗布面とを接触させた状態で順次積層（図では３層）して積層体（２２
）とし、これをラミネートシート（２４）を用いて抜気密封したものである。
【０００３】
　ラミネートシート（２４）は、例えばアルミニウム箔を中間の一層とし、その内側にポ
リプロピレンフィルムを、外側にポリエチレンテレフタレートフィルムとナイロンフィル
ムをそれぞれラミネートして一体化したものであり、柔軟性を有している。
　２枚のラミネートシートに挟み込まれた積層体（２２）は、正極リード（３１）および
負極リード（３２）を外部へ導出した状態で収容され、ラミネートシートの外周部が熱融
着等で封口されることで内部の気密が確保されている。
【０００４】
　また図７に示した特許文献１の「積層型電池、組電池および車両」には、電流をラミネ
ートシート（２４）外に取り出すための正極リードや負極リードを不要とし、正極リード
や負極リードを通過することによる電池出力の低下を防止することを目的として、電解質
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（１６）の層を挟んで積層されたシート状の電極（１２，１４）に含まれる集電体（１２
ａ，１４ａ）のうち、最外層にある集電体をラミネートシートから露出させ、これを電極
端子とした積層型電池が発案されている。
【特許文献１】特開２００４－１３４２１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような積層型電池では、積層することにより直列に複数の単位電池素子を接続し、
積層数に応じた任意の電池電圧を得ることができるものの、主として充放電の繰り返しに
伴って発生する分解ガスや酸素などの種々の気体が単位電池素子内の電極と電解質との接
触や単位電池素子同士の接触を阻害し電池の出力を低下させてしまうことや、またこれら
が完全に剥離してしまった場合には、積層型電池が電池として機能しなくなってしまうこ
とがあった。
【０００６】
　本発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、単位電池素子を複数段積
層させた積層体をラミネートシートで密封した積層型電池の内部にガスが発生した場合に
も、電極と電解質との接触や単位電池素子同士の接触を維持することで、電池としての十
分な機能を発揮することができる積層型二次電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため請求項１に記載の発明は、シート状の正極（１２）とシート状
の負極（１４）との間にポリマー電解質（１６）の層を介在させた単位電池素子（１８）
を積層させた積層体（２２）をラミネートシート（２４）で抜気密封した積層型二次電池
（１０）において、前記ラミネートシート内には前記積層体で発生した気体を捕集するた
めのバッファ（２０）が備えられており、該バッファ（２０）は、前記積層体（２２）の
側面を取り囲むように枠状に設けられ、かつ、内部を真空状態にした多孔質部材（２０ａ
）であり、前記積層体（２２）で発生した気体を多孔質部材内に捕集する、ことを特徴と
する。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、シート状の正極（１２）とシート状の負極（１４）との間に
ポリマー電解質（１６）の層を介在させた単位電池素子（１８）を積層させた積層体（２
２）をラミネートシート（２４）で抜気密封した積層型二次電池（１０）において、前記
ラミネートシート内には前記積層体で発生した気体を捕集するためのバッファ（２０）が
備えられており、該バッファ（２０）は、前記積層体（２２）の側面を取り囲むように枠
状に設けられ、かつ、内部を真空状態にした中空部材（２０ｂ）であり、前記積層体（２
２）で発生した気体を中空部材内に捕集する、ことを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、シート状の正極（１２）とシート状の負極（１４）との間に
ポリマー電解質（１６）の層を介在させた単位電池素子（１８）を積層させた積層体（２
２）をラミネートシート（２４）で抜気密封した積層型二次電池（１０）において、前記
ラミネートシート内には前記積層体で発生した気体を捕集するためのバッファ（２０）が
前記積層体の側面に備えられており、該バッファ（２０）は、弾性を有する中空管（２０
ｃ）であり、該中空管がつぶれた状態から当初の形状に復元しようとする復元力を利用し
て前記積層体（２２）で発生した気体を中空管内に捕集する、ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、シート状の正極（１２）とシート状の負極（１４）との間に
ポリマー電解質（１６）の層を介在させた単位電池素子（１８）を積層させた積層体（２
２）をラミネートシート（２４）で抜気密封した積層型二次電池（１０）において、前記
ラミネートシート内には前記積層体で発生した気体を捕集するためのバッファ（２０）が
前記積層体の側面に備えられており、該バッファ（２０）は、板状の部材を折り曲げて製
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作した板バネ（２０ｄ）であり、該板バネが圧縮された状態から当初の形状に復元しよう
とする復元力を利用して前記積層体（２２）で発生した気体を板バネ間の空隙に捕集する
、ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、前記ラミネートシートに窓部（３３）を開口し、最外層にあ
る集電体をラミネートシートから外部に露出させて電極端子とした、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、単位電池素子を積層させた積層体をラミネートシートで抜気密封した
積層型電池に、主として充放電に伴って分解ガス等の種々の気体が発生した場合にも、こ
れをバッファに捕集することができるため、これらの気体が単位電池素子同士等を剥離さ
せ、その接触を阻害することによる電池出力の低下を回避することができる。
【００１４】
　またバッファを枠状に形成しその中に積層体を嵌め込むようにしてやれば、積層型電池
の形状が平面状に維持されるという副次的効果もある。
【００１５】
　より具体的には、積層体および中空部材（多孔質部材を含む）をフィルムシートで抜気
密封して中空部材の内部を真空状態にし、または、積層体および径方向につぶした状態の
弾性を有する中空管をフィルムシートで密封することで、積層体で発生した気体を中空部
材または中空管の内部に捕集することができる。また、積層体および圧縮した状態の板バ
ネをラミネートシートで密封することでも、板バネの復元力を利用して各単位電池素子で
発生した気体を板バネ間の空隙に捕集することができる。
【００１６】
　ラミネートシートに窓部を開口し、最外層にある集電体をラミネートシートから外部に
露出させて電極端子としてやれば、気体の発生によって電極端子面が凹凸となることをバ
ッファの存在によって回避することができ、複数の積層型電池を積み重ねて電池ユニット
とした場合にも、積層型電池同士の十分な接触面を確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　薄型に形成された積層型電池は、矩形の正極と負極とをポリマー電解質層を介して積層
して構成した単位電池素子を複数層積層することで積層体とし、これをラミネートシート
によって密封したものであり、ある程度の柔軟性を有している。
　例えばポリマーリチウム二次電池では数十回から数百回の充放電を繰り返すため、その
充放電に伴い各単位電池素子からはメタン、エタン、二酸化炭素、酸素など様々な気体が
発生する。そのため本発明の積層型電池では、単位電池素子で発生した気体を捕集するた
めのバッファを有することをその特徴としている。
　以下、本発明の積層型電池の各実施例を図面を用いて説明する。なお各実施例において
同様の構成については重複する詳細な説明を省略する。
【実施例１】
【００１８】
　図１（ａ）は本実施例の積層型電池の内部構造を示すための分解斜視図であり、図１（
ｂ）は作成した積層型電池の外縁部近傍のＸ－Ｘ断面の拡大図である。図に示した本実施
例の積層型電池１０は、単位電池素子１８が１２段積層された積層体２２を有しており、
その厚みは約５ｍｍ程度となっている。また本実施例では積層体２２の縦横の長さをとも
に３０ｃｍ程度とするが、電池の用途によって各辺の長さや積層段数を自由に設定するこ
とができる。
【００１９】
　積層体２２の外周には積層体の側面を取り囲むようにしてバッファ２０が枠状に取り付
けられている。このバッファ２０は絶縁性の硬質プラスチックやセラミクスを材料とする
一辺が５ｍｍ程度（すなわち積層体２２の厚さと同じ厚さ）の正方形断面の多孔質部材２
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０ａである。なお多孔質部材の断面形状は正方形に限られず、長方形、三角形、円形、半
円形など適当な形状とすることができる。
【００２０】
　積層体２２およびバッファ２０は、縦横がともに３２ｃｍ程度の長さの２枚のアルミラ
ミネートシート２４によって挟み込まれてパッケージされおり、２枚のアルミラミネート
シート同士はその外周端の全周において約４ｃｍの幅で熱融着されている。またアルミラ
ミネートシート２４の中心には、最外層にある集電体１２ａ，１４ａを外部に露出させて
電極端子として機能させるための縦横が２４ｃｍ程度の窓部３３が形成され、窓部３３の
全周も集電体１２ａ，１４ａと熱融着されて封止されている。
【００２１】
　積層体２２およびバッファ２０をアルミラミネートシート２４でパッケージする製造工
程は真空チャンバー内で行われるか、またはアルミラミネートシート２４の外周部のうち
三方をあらかじめ封止した後内部を真空引きして封口することにより行われ、完成した当
初の積層型電池１０の内部は抜気された状態となる。そのため充放電に伴い積層体２２か
ら気体が発生した場合にも、ある程度の量までの気体は多孔質部材であるバッファ２０の
空隙に捕集されることになる。これにより、積層された単位電池素子１８同士に剥離を生
じることを防ぐことができ、接触阻害による電池出力の低下を回避することができる。ま
たガス発生による積層型電池の変形を回避することができるため、複数の積層型電池１０
を積み重ねて電池ユニットとした場合にも、積層型電池同士の十分な接触面を確保するこ
とができる。
　なお本実施例のようにバッファ２０を枠状に形成しその中に積層体２２を嵌め込むこと
で、積層型電池の形状が平面状に維持されるという副次的効果もある。
【実施例２】
【００２２】
　図２は実施例２の積層型電池の外縁部近傍の断面拡大図である。図に示した本実施例の
積層型電池１０の構成は上記実施例１の積層型電池の構成と類似しているが、バッファ２
０として多孔質部材を用いる代わりに１辺が５ｍｍ程度の正方形断面の中空部材２０ｂを
用いている。
【００２３】
　この中空部材２０ｂは容易につぶれることのない絶縁性の材料によって作成され、積層
体２２の側面と面する部分には、複数個の小孔が軸方向に一列に形成されている。この小
孔は積層体２２内で発生した気体を中空部材２０ｂに導くための、気体流路２６となるも
のである。なお中空部材の断面形状は正方形に限られず、矩形全般、三角形、円形など適
当な形状とすることができる。
【００２４】
　積層体２２および中空部材２０ｂは上記と同様に真空チャンバー内でアルミラミネート
シート２４によりパッケージされるか、またはアルミラミネートシート２４の外周部のう
ち三方をあらかじめ封止した後内部を真空引きして封口することにより行われ、完成した
当初の積層型電池１０の内部は抜気された状態となる。そのため積層体２２から発生した
気体は、気体流路２６を通り中空部材内の空間に吸引されて捕集されこととなる。
【実施例３】
【００２５】
　図３（ａ）は本実施例の積層型電池の内部構造を示すための分解斜視図であり、図３（
ｂ）は作成した積層型電池の外縁部近傍のＸ－Ｘ断面の拡大図である。図に示した実施例
２の積層型電池１０は、単位電池素子１８が１２段積層された縦横の長さをともに３０ｃ
ｍ程度、厚さを５ｍｍ程度とする積層体２２と、積層体２２の対向する２側面に隣接して
配置された２本の中空管２０ｃ（バッファ２０）を２枚のアルミラミネートシート２４で
挟み込んでパッケージしたものであり、実施例１および実施例２と同様に、アルミラミネ
ートシート２４に形成された窓部から最外層３３にある集電体１２ａ，１４ａを外部に露
出させてこれを電極端子として機能させている。
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【００２６】
　中空管２０ｃは弾性を有する直径が１ｃｍで絶縁樹脂性の中空円管であり、積層体２２
の側面と面する部分には、積層体２２内で発生した気体を中空管内に導き入れるための気
体流路２６となる複数個の小孔が軸方向に一列に形成されている。
【００２７】
　所望の電圧を得るために本実施例の積層型電池１０を積み重ねる場合には、積層型電池
の側面に隣接して配置した中空管２０ｃが互い違いになるように、偶数段の積層型電池と
奇数段の積層型電池とが９０°相対回転した位置関係となるように重ね合わされる（図示
せず）。
【００２８】
　積層体２２および中空管２０ｃをアルミラミネートシート２４でパッケージする際には
、積層体２２および中空管を２枚のアルミラミネートシート２４で挟み込んだ後にこれを
プレスし、中空管を径方向につぶれるように変形させた状態でアルミラミネートシート２
４を熱融着することで封止する（図３（ｂ））。完成した積層型電池１０内部の中空管２
０ｃは当初つぶれた状態にあるが、その弾性によりもとの形状に復元しようとする。その
ため積層体２２で気体が発生した場合にも、気体は気体流路２６を通して中空管内に吸引
されて捕集される。気体の捕集に伴い中空管２０ｃは徐々にその断面形状を円形に近づけ
ていくが（図３（ｂ））、積層型電池１０を積み重ねる場合にも中空管２０ｃが互い違い
になるようになっているため、その変形が電池ユニット全体の厚みに影響を与えることは
ほとんどない。
　なお本実例の積層型電池１０では、中空管２０ｃの変形状態を目視することで積層体２
２からの気体の発生状況を確認することができ、これを電池の寿命の目安とすることがで
きる。
【００２９】
　図４に本実施例の積層型電池の他の形態を示した。
　この積層型電池では中空管の代わりに板状の部材をＺ型に折り曲げて製作した板バネ２
０ｄをバッファとしたものである。この板バネ２０ｄは外力が作用していない状態で５ｍ
ｍ程度の高さを有している。この板バネも上記円筒管２０ｃと同様に積層体２２の対向す
る２側面に隣接して配置され、積層体２２とともに２枚のアルミラミネートシート２４に
より圧縮されて密封パッケージされている。
　積層体２２から発生した気体は、板バネ２０ｄが圧縮された状態から当初の形状に復元
しようとする復元力により板バネ間の空隙に捕集される。
【００３０】
　［その他］
　図５に示した積層型電池１０は、積層される６段の各単位電池素子１８の間に薄板状の
バッファ２０を配置した積層体２２を、最外層にある集電体１２ａ，１４ａを外部に露出
させて電極端子とするための窓部３３が形成された２枚のアルミラミネートシート２４に
よって挟み込んで密封状態にパッケージしたものであり、積層体２２全体の厚みは約１０
ｍｍ程度となっている。
　このバッファ２０は導電性製金属により作成され、各単位電池素子１８と縦横の長さが
同じで厚さが約１ｍｍ程度の大きさを有した格子状となっている。なおバッファ２０の形
状は格子状に限られるものではなくメッシュ状などにもすることができ、また電気伝導性
の多孔質部材からなる薄板などを用いることもできる。
【００３１】
　積層体２２をアルミラミネートシート２４でパッケージする製造工程は、実施例１等と
同様に真空チャンバー内で行われるか、またはアルミラミネートシート２４の外周部のう
ち三方をあらかじめ封止した後内部を真空引きして封口することにより行われ、完成した
当初の積層型電池１０の内部は抜気された状態となる。そのため充放電に伴い各単位電池
素子１８から気体が発生した場合にも、比較的多くの気体を格子状のバッファ２０の空隙
に捕集することができる。これにより、積層された単位電池素子間等の通電を確保して、
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電池出力の低下を回避することができる。なおバッファ２０は各単位電池素子の間に必ず
しも配置される必要はなく、適当な枚数だけを配置することももちろん可能である。
　なおこの積層型電池によれば、積層型電池の厚みは厚くなるものの、バッファの空隙の
体積を増加させることができるため、各単位電池素子から多くの気体が発生する場合にも
これに対処することができる。
【００３２】
　以上説明したように本発明によれば、単位電池素子を複数段積層させた積層体をラミネ
ートシートで密封した積層型電池の積層体（単位電池素子）から気体が発生した場合にも
、バッファがこれを捕集することで単位電池素子間等の通電を確保することができ、充放
電を繰り返しても二次電池としての十分な機能発揮を確保することができる積層型電池が
提供される。
【００３３】
なお、上述した実施形態は本発明の好適な形態の例ではあるが本発明はこれに限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変形実施することはもちろん
可能である。例えば、バッファをラミネートシート内に封入することなく、外部に設けた
吸引タンク等に積層体で発生した気体を導き捕集する構成とすることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　以上説明したように本発明によれば、主として充放電に伴い内部に気体が発生する場合
にも単位電池素子間等の接触を確保することができる積層型電池が提供される。
なお上述の説明では積層型電池を薄型の二次電池として説明したが、フレキシブルな容器
に収容される積層型の電池であり、使用によって内部に気体が発生するものであればこれ
に限られず、１次電池にも本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】実施例１における積層型電池の構造図である。
【図２】実施例２における積層型電池の構造図である。
【図３】実施例３における積層型電池の構造図である。
【図４】実施例３における積層型電池の他の形態の構造図である。
【図５】その他の積層型電池の構造図である。
【図６】シート型のリチウム二次電池の一般的な構造を示した模式図である。
【図７】特許文献１の積層型電池の構造図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０ 積層型電池
　１２ 正極
　１２ａ 正極集電体
　１２ｂ 正極合剤
　１４ 負極
　１４ａ 負極集電体
　１４ｂ 負極合剤
　１６ 電解質
　１８ 単位電池素子
　２０ バッファ
　２０ａ 多孔質部材
　２０ｂ 中空部材
　２０ｃ 中空管
　２０ｄ 板バネ
　２２ 積層体
　２４ ラミネートシート
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　２６ 気体流路
　３１ 正極リード
　３２ 負極リード
　３３ 窓部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(10) JP 4591923 B2 2010.12.1

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  関　志朗
            東京都狛江市岩戸北２丁目１１番１号　財団法人電力中央研究所狛江研究所内
(72)発明者  三田　裕一
            東京都狛江市岩戸北２丁目１１番１号　財団法人電力中央研究所狛江研究所内

    審査官  土橋　敬介

(56)参考文献  特開２００４－０４７１６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１０３４１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１８３０７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２３４８９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０５７１９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２６５７６２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　１０／０５８５　　
              Ｈ０１Ｍ　　　２／０２　　　　
              Ｈ０１Ｍ　　　６／０２　　　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／０５６５　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

